
出納事務局における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

1 会計課

沖縄県財務会
計システム再
構築業務（給与
システム連携
等のカスタマイ
ズ）

令和7年1
月22日

10,696,400 富士通Ｊａｐａｎ（株）
沖縄県那覇市久茂地１－
12－12

第167条の２
第１項第２号

財務会計システムの再構築で、富士通Ｊａｐａｎ
株式会社のパッケージ商品が公募型プロポー
ザルで選定され、業務を進める中で当該シス
テムパッケージに仕様の追加が必要となった。
富士通Japan株式会社は、再構築で蓄積され
た設計上の業務知識をもつほか、
⑴　令和７年度予算執行分からの稼働のた
め、今年度中を納期とした迅速な対応が必要
であること
⑵　本システムは、公金を扱う業務を担うこと
から、障害が発生した場合県の受ける損害は
計り知れないものがあるため、円滑、安全に運
用させる必要があること
⑶　現在再構築中のシステムであり、同一の者
に改修を履行させなければ、円滑な運用に著
しい支障を生じ、又は障害発生時に責任の所
在が不明確となるおそれがあること
という業務要件を満たしており、同要件を満た
すのが当該一社のみであることから、契約の
相手方として選定した。

特命随意
契約

2 会計課

沖縄県財務会
計システム再
構築業務（並行
稼働期間にお
けるWinActorシ
ナリオ作成）

令和7年2
月17日

1,881,000 （株）NTTデータ九州
福岡県福岡市博多区博
多駅前１－１７－２１

第167条の２
第１項第２号

　当該契約にあたり、次の⑴～⑶の条件を満
たす委託先が株式会社ＮＴＴデータ九州のみで
あることから、契約の相手方として選定した。
⑴　今回作成するシナリオの起点となるデータ
を出力する財務会計システム2004は、株式会
社ＮＴＴデータ九州を幹事企業とするコンソーシ
アムにより開発されており、同社は沖縄県の財
務会計システムの構成および設定等に関する
専門的知識を有していること。
⑵　財務会計システムは公金業務を扱うシス
テムであり、障害発生時に県が受ける損害は
図りしれないことから、円滑、安全に運用する
必要がある。該社は、財務会計システム2004
で稼働するWinActor導入及び運用支援業務委
託を、沖縄県の複数の課から受注を受けてお
り、専任のＳＥが庁舎内に常駐するなど、安定
した運用を行えていること。
⑶　並行稼働期間のうち令和７年度予算執行
が開始する令和７年４月からRPAの運用を開
始するため、迅速にシナリオ作成を行う必要が
あること

特命随意
契約



出納事務局における随意契約の実績　　（令和６年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

3 会計課

財務会計シス
テム２００４アプ
リケーション保
守及び運用管
理委託契約

令和7年3
月27日

13,662,000 （株）NTTデータ九州
福岡県福岡市博多区博
多駅前１－１７－２１

第167条の２
第１項第２号

　当該システムは、プログラムの著作権が、県
の単独保持ではなく、共有扱いとして該社への
留保があることの他、
（1）多数のプログラムからなる当該システムの
運用上の使用変更には、蓄積された設計上の
業務知識が必要であり、かつ迅速な対応が必
要であること
（2）公金を扱う業務を担うシステムであり、障害
の発生時に県の受ける損害は計り知れないも
のがあり、円滑、安全に運用できること
という条件を満たす社が、該社一社のみである
ため。

特命随意
契約
長期継続
契約

4 会計課
沖縄県証紙保
管事務等に関
する委託契約

令和7年3
月27日

2,154,636 株式会社琉球銀行
沖縄県那覇市久茂地１丁
目11番１号

第167条の２
第１項第２号

株式会社琉球銀行は県証紙の保管及び交付
事務を履行するための安全性、確実性が確保
され、証紙を保管するための条件に合ったス
ペースが確保されており、昭和48年からこれま
で事故等なく誠実に契約履行されているため。

特命随意
契約
長期継続
契約

5
物品管理
課

沖縄県電子入
札（物品）ASP
サービス利用
契約

令和7年3
月28日

3,042,600
富士通Japan株式会社
沖縄公共ビジネス部

沖縄県那覇市久茂地１丁
目12番12号

第167条の２
第１項第２号

土木建築部にて先行導入した工事・設計コン
サルに係る電子入札システムへの物品機能の
追加を行い、本県の求める仕様に合わせ、修
正等を重ねている当該業者にサービスの提供
を継続して履行させなければ、円滑な運用や
障害発生時の迅速な対応に支障が生じるおそ
れがあるため。

特命随意
契約


